
旅行商品への補助制度
ご案内

2026年度版
徳島県



徳島空港利用促進協議会 受付分



国内便利用旅行商品への
補助制度



徳島県内で１泊以上

徳島空港利用促進協議会（徳島県 観光政策課受入環境整備室内）
電話 088-621-2335 FAX 088-621-2851 メールアドレス kankouseisakuka@pref.tokushima.lg.jp

実施期間 令和8年４月１日から令和９年２月８日まで

概 要 募集型企画旅行（個人・団体）、受注型企画旅行（団体）に適用
※団体旅行:参加人数５人以上

個人・団体旅行助成

補助要件

航空機「往復」利用

徳島阿波おどり空港発着便（札幌線、福岡線、羽田又は福岡からの乗継便）を使用 ＜片道可＞
※徳島～羽田線のみ利用は対象外

問合せ先

５千円×人数助成額

個人旅行
１旅行商品あたり
最大30万円

＋

※詳細は、徳島空港利用促進協議会の補助要綱をご確認ください。

航空機「片道」利用 ３千円×人数

団体旅行は上限なし※
※申請は１回につき、１か月分ごとにして
いただく必要があり、予定している予算が
なくなり次第終了となります



徳島県内で１泊以上

実施期間 令和８年４月１日から令和９年２月２８日まで

概 要

＋

募集型企画旅行に適用 最少催行人数１５人以上

とくしまタイアップフライト

旅行商品造成支援 5千円×人数

補助要件

徳島空港国内線の指定便を使用 ＜片道可＞

問合せ先

助成額

１社あたり

最大50万円×2(※)

＋ 広報媒体に「とくしまタイアップフライト」、
「割引商品であること」及び「Air すだちくん」を掲載

(徳島空港片道利用の場合は3千円)

※詳細は、徳島空港利用促進協議会の補助要綱をご確認ください。

※補助対象人数100名まで
(往復50万円 片道30万円以内)

※申請は１社当たり最大２回まで

（指定便）
JAL452、JAL453、JAL456、JAL459、JAL460、JAL461、JAL464、JAL465
ANA282、ANA283、ANA284、ANA285 徳島空港を往復利用の場合は、

往路または復路のどちらかで指定便を利用すれば可

徳島空港利用促進協議会（徳島県 観光政策課受入環境整備室内）
電話 088-621-2335 FAX 088-621-2851 メールアドレス kankouseisakuka@pref.tokushima.lg.jp



徳島県内で１泊以上

実施期間 令和８年４月１日から令和９年２月２８日まで

概 要 チャーター旅行に適用 最少催行人数２５人以上

とくしまチャレンジフライト（双方向チャーター便）

補助要件

徳島阿波おどり空港を発着する「双方向チャーター便」を使用

問合せ先

基本助成①

１社あたり

最大100万円

＋

広報媒体に「とくしまチャレンジフライト」、「割引商品」
及び「Air すだちくん」を掲載

※本補助はすべてのチャーター旅行に適用される訳ではありません。個別にご相談ください。
また、補助要件詳細は、徳島空港利用促進協議会の補助要綱をご確認ください。

＋

広報支援 １０万円以内基本助成②

※航空機片道利用の場合は５千円
補助最大人数 90名まで（往復90万円 片道45万円）

旅行商品造成支援 １万円×人数

徳島空港利用促進協議会（徳島県 観光政策課受入環境整備室内）
電話 088-621-2335 FAX 088-621-2851 メールアドレス kankouseisakuka@pref.tokushima.lg.jp



徳島県内で１泊以上

実施期間 令和８年４月１日から令和９年２月２８日まで

概 要 チャーター旅行に適用 最少催行人数２５人以上

とくしまチャレンジフライト（徳島－成田チャーター便）

旅行商品造成支援 ５千円×人数

補助要件

徳島空港と成田国際空港を結ぶチャーター便を使用

問合せ先

基本助成①

１社あたり１往復

最大150万円

＋

広報媒体に「とくしまチャレンジフライト」、「割引商品」及び「Air すだちくん」を掲載

補助要件詳細は、徳島空港利用促進協議会の補助要綱をご確認ください。

＋

広報支援 ６０万円以内基本助成②

※補助最大人数 180名まで（往復90万円 片道54万円）

(航空機片道利用の場合は3千円)

※用機者が複数となる場合は、「60万円÷用機者の数」を１社あたりの上限とする
徳島空港利用促進協議会（徳島県 観光政策課受入環境整備室内）
電話 088-621-2335 FAX 088-621-2851 メールアドレス kankouseisakuka@pref.tokushima.lg.jp



国際便利用旅行商品への
補助制度



徳島空港利用促進協議会（徳島県 観光政策課内）
電話 088-621-2338 FAX 088-621-2851 メールアドレス kankouseisakuka@pref.tokushima.lg.jp

実施期間 令和８年４月１日～令和９年３月３１日

概 要 募集型企画旅行 に適用

アウトバウンド団体旅行助成（募集型企画旅行）

＜補助要件＞ 次の(1)～(3)を全て満たすこと

次の①、②の合算額以内

(1)徳島阿波おどり空港を発着する国際定期便を利用

(2)1出発日あたりの座席販売数が10席以上であること(座席利用無しの乳幼児除く)

(3)新聞広告等により広く募集広報を行う旅行商品であること

問合せ先

５千円×参加人数

※詳細は、徳島空港利用促進協議会の
補助要綱をご確認ください。

①１商品当たり25万円以内 ②

助成額

＋

※予算が上限に達し次第終了します。

送客支援商品販売支援



実施期間

概 要 受注型企画旅行 に適用

アウトバウンド団体旅行助成（受注型企画旅行）

＜補助要件＞ 次の(1)～(2)を全て満たすこと

問合せ先

助成額

※予算が上限に達し次第終了します。

(1)徳島阿波おどり空港を発着する国際定期便を利用

(2)1商品あたりの座席販売数が10席以上であること(座席利用無しの乳幼児除く)

※詳細は、徳島空港利用促進協議会の補助要綱をご確認ください。

５千円×参加人数 ５千円×利用人数②＋
送客支援 アクティビティ費用支援

令和８年４月１日～令和９年３月３１日

徳島空港利用促進協議会（徳島県 観光政策課内）
電話 088-621-2338 FAX 088-621-2851 メールアドレス kankouseisakuka@pref.tokushima.lg.jp



アウトバウンド個人旅行助成（募集型企画旅行）

問合せ先

次の①、②の合算額以内助成額

※予算が上限に達し次第終了します。

実施期間

概 要 募集型企画旅行 に適用 ※詳細は、徳島空港利用促進協議会の
補助要綱をご確認ください。

５千円×参加人数①１商品当たり15万円以内 ②＋
送客支援商品販売支援

＜補助要件＞ 次の(1)～(4)を全て満たすこと
(1)徳島阿波おどり空港を発着する国際定期便を利用

(2)1商品あたりの座席販売数が10席以上であること(座席利用無しの乳幼児除く)

(3)新聞広告等により広く募集広報を行う旅行商品であること

(4)四半期毎（出発日基準）の申請であること

令和８年４月１日～令和９年３月３１日

徳島空港利用促進協議会（徳島県 観光政策課内）
電話 088-621-2338 FAX 088-621-2851 メールアドレス kankouseisakuka@pref.tokushima.lg.jp



FAQ アウトバウンド旅行助成について

問合せ先

Ｑ１:1商品の定義はありますか?
⇒行程/内容、販売期間が同一となる商品を
１商品として申請してください。

（例）ホテルのみが異なる同一内容商品⇒１商品としてカウント

Ｑ２:四半期毎（出発日基準）の申請の考え方は?
※アウトバウンド個人旅行助成（募集型企画旅行）

⇒出発日を⾧期間に渡り設定している商品については、
出発日を基準に四半期毎（３カ月毎）に区切り
都度申請してください。

徳島空港利用促進協議会（徳島県 観光政策課内）
電話 088-621-2338 FAX 088-621-2851 メールアドレス kankouseisakuka@pref.tokushima.lg.jp



(一財)徳島県観光協会 受付分



県内観光地2か所以上での観光
（うち１か所は別表で指定する観光地または
別表のDMOが主催する徳島県内の体験）

（一財）徳島県観光協会 観光･コンベンション振興部 誘客プロモーション課
電話 088-652-8814 FAX 088-677-3131 E-mail tourism@tokushima-kankou.or.jp

実施期間 令和８年４月１日～令和９年２月２８日（宿泊日基準）

概要

＋

・ 貸切バスを利用する募集型・受注型企画旅行が対象
（教育旅行含む）

・ バス１台あたりの構成員が１５名以上より対象（添乗員等は除く）
※北海道・東北・九州・沖縄地方が発地の場合は１０名以上でも可

徳島観光すいすい（貸切バス料金）助成事業

３万円×県内宿泊日数×台数
ほか各種要件を満たすと・・・

宿泊エリア以外での県内２箇所以上の観光で!

徳島阿波おどり空港発着の航空機利用で!

実施期間内に徳島県内の宿泊施設に宿泊

加算①

加算②

２万円×台数

往復６万円×台数
往路２万円 復路４万円

問合せ先

基本助成

1泊あたり，バス1台

最大11万円!



（一財）徳島県観光協会 観光･コンベンション振興課
電話 088-624-5140 FAX 088-625-8469 E-mail tourism@tokushima-kankou.or.jp

徳島観光すいすい（貸切バス料金）助成事業

問合せ先

（別表）指定観光地一覧

（別表）DMO一覧



その他お役立ち情報



徳島県手ぶら観光サービス

STEP１
以下の窓口で荷物を預ける

・JRホテルクレメント徳島1階フロント
（6:00～11:30）

・徳島阿波おどり空港案内所
（8:30～11:45）

・鳴門市観光情報センター
（8:00～11:00）

・大鳴門架橋記念館エディ
（9:00～10:30）

STEP２
手ぶらでラクラク観光!
（宅配業者が荷物をお届け）

STEP３
チェックインして荷物を受取
（当日21:00までにお届け）

造成用に仕入できます
（事前に各窓口にご確認ください）

実施期間：2026年4月1日～2027年3月31日



（１）エリアにわけて観光スポットをカテゴリー別に一覧掲載
（２）イベント情報や旬のトピックス・観光コラムの発信
（３）パンフレットやweb等に使用可能な観光写真素材データの提供
（４）助成制度のご紹介・教育旅行企画書データの提供
（５）商品造成用観光素材情報の提供（事業者登録制）

徳島県観光情報サイト「阿波ナビ」

助成制度の情報は
はこちらから!



その他観光に関する問合せ

○東部エリアのお問い合せ先
一般社団法人イーストとくしま観光推進機構
電話:０８８－６７８－２８１１

徳島空港利用促進協議会の
助成要綱掲載ページはこちら↓

徳島県観光協会受付分の
助成要綱掲載ページはこちら↓

○南部エリアのお問い合せ先
一般社団法人みなみ阿波観光局
電話:０８８４－７０－５８８０

○西部エリアのお問い合せ先
一般社団法人そらの郷
電話:０８８３－７６－０７１３

その他観光に関する問合せ

観光情報

助成要綱



「しこくるり」とは?

四国をぐるっと楽しむ旅アプリ 「しこくるり」

四国域内の各県観光・レジャーで利用できる四国の旅の総合アプリ
徳島県だけでなく、四国各県を巡ったり、再来してもらう
きっかけづくりが目的となっています。


